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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

は、プライスウォーターハウスクーパース(PwC) 
グローバルネットワークの日本におけるメンバー 
ファームです。公認会計士、税理士等約 580 人の

スタッフを有する日本最大級のタックスアドバイ 
ザーであり、そのうち、約100名が金融部に所属し

ています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人

の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、

連結納税制度など幅広い分野において税務コン

サルティングを提供しています。 
 
PwC のグローバルネットワーク (www.pwc.com) 
に属する PwC 各メンバーファームは、クライアント

およびクライアントを取り巻く人々の信頼の確立と、

価値の向上を目指して、監査、税務、アドバイザ 
リーサービスにおいて、クライアントの業種に焦点

をあてたサービスを提供しております。PwC は、 
世界153カ国に155,000人のスタッフを有し、常に

新たな視点からクライアントのご要望に即したアド

バイスを提供できるよう、そのネットワークを十分

に活用して問題解決に取り組んでいます。 
 
私どもが提供しておりますニュースは、概略的な

内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ

の対応、またはより専門的な案件への取り組みに

際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき

パートナーとしてご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
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〒100-6015  
東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 
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上場有価証券の評価損に関する 

Q&A について 
 

2009年4月3日に国税庁のホームページ上で「上場有価証券の評価

損に関するQ&A」（以下、「本Q&A」）が公表されました。 
 
上場有価証券の評価損については、上場有価証券の事業年度終

了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を

下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない

場合に限り税務上損金算入が認められていますが、どのような状況

であれば近い将来その価額の回復が見込まれないと言えるのかが

問題となっていました。 
 
本Q&Aでは、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に

比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、

税務上その評価損を損金算入するに当たっての取り扱いの明確化

が図られています。 
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株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準 

上場株式の事業年度末における時価が帳簿価額の 50%相当額を下回る場合における評価損の損金算入に当たっ

ては、株価の回復可能性についての検討を行う必要がありますが、本 Q&A では、回復可能性の判断の基準として、

法人の側から過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基

準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重されることが明らかにされています。 
 
また、本 Q&A では、法人が独自に株価の回復可能性にかかわる合理的な判断を行うことが困難な場合には、発行

法人にかかわる将来動向や株価の見通しについて、専門性を有する客観的な第三者の見解を合理的な判断の根

拠のひとつとすることも認められるとされています。専門性を有する客観的な第三者の見解の例示として、証券アナ

リスト等による個別銘柄別・業種別分析や業界動向にかかわる見通し、株式発行法人に関する企業情報等が示さ

れています。 
 
 
監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準 

本 Q&A では、法人が株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、自社の監査を担当する監

査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するような場合には、その基準が税務上の

観点から明らかに不合理である場合を除き、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められる

ことが明らかにされています。 
 
なお、本 Q&A では、法人が繰延税金資産を含む財務諸表の監査を受けている場合には、上場株式の評価損の損

金算入の基準に対するチェックを受けたものと同様に取り扱うことができることが示されています。この点については、

上場株式の評価損の損金算入の基準は繰延税金資産に対して影響を与えるものであるため、繰延税金資産を含む

財務諸表の監査を受けている法人では監査の過程において上場株式の評価損の基準の合理性についての検討が

行われているものと考えられるためであると説明されています。 
 
 
株価の回復可能性の判断の時期 

本 Q&A では、株価の回復可能性の判断は、あくまでも各事業年度末時点において合理的な判断基準に基づいて行

うものであることから、評価損を計上した翌事業年度以降に株価の上昇等の状況の変化があったとしても、評価損を

計上した事業年度末において合理的な判断基準に基づいて回復可能性の判断が行われていれば、当事業年度に

評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はないことが明らかにされています。 
 
 
株価の回復可能性の判断基準に該当した場合の評価損否認金の取り扱い 

本 Q&A では、過去の事業年度において有税で減損処理した上場株式について、その後の事業年度において税務

上評価損を計上できる状況になった場合には、過去の評価損の否認額も含めて、その事業年度の損金の額に算入

することができることが確認されています。 
 
その場合の具体的な取り扱いは以下のようになります。 
 

① 評価損否認金（過去の事業年度において有税で減損処理した金額）については、その事業年度において申

告調整により損金の額に算入した金額を、評価損として損金経理したものとして取り扱うこととされています。 
 
② 評価損として損金算入の対象となる金額は、その事業年度末における帳簿価額と株価との差額となります。

ただし、税務上、評価損として損金算入できる金額は、あくまでも損金経理した金額に限られるため、会計上

減損処理していない金額は損金算入の対象とはなりません。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 

 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
金融部  
〒100-6015  
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号  
霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
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